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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】鶏肉の蛋白を酵素分解して、安全性が高く、風味もあり、呈味性の強く、しかも
、「スープのベース」になり得る蛋白加水分解物の製造方法の提供。
【解決手段】基質蛋白の少ない鶏胸肉をミンチし、水を加え、ｐＨ１０以上維持する様に
アルカリを加え、３０分以上保持し、原料中の自己消化酵素を失活と同時に蛋白を膨潤さ
せた後、ペプチダーゼを含まないアルカリ性プロテアーゼを添加し、無塩下で蛋白を分解
・可溶化させ、その後、加熱・失活し、油脂分を除去し、可溶化エキスを得る蛋白加水分
解物の製造方法。好ましくは、鶏胸肉を原料とする時、前記可溶化エキスの成分が、蛋白
質の溶解率８０％以上で、分解率が２０％以下であり、オキシプロリン（Ｈｙｐ）が蛋白
質に対して１％以下である様にする、蛋白質分解物の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基質蛋白の少ない鶏胸肉をミンチし、水を加え、ｐＨ１０以上維持する様にアルカリを
加え、３０分以上保持し、原料中の自己消化酵素を失活と同時に蛋白を膨潤させた後、ペ
プチダーゼを含まないアルカリ性プロテアーゼを添加し、無塩下で蛋白を分解・可溶化さ
せ、その後、加熱・失活し、油脂分を除去し、可溶化エキスを得ることを特徴とする蛋白
加水分解物の製造方法。
【請求項２】
　鶏ムネ肉を原料とした時、得られた前記可溶化エキスの成分が、蛋白の溶解率が８０％
以上で、分解率が２０％以下、及び、オキシプロリン（Ｈｙｐ）が蛋白に対して１％以下
であること特徴とする請求項１に記載の蛋白加水分解物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　動物性蛋白である肉類を酵素で分解することにより、風味があり、呈味が強い安全な調
味料を製造する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　動物性蛋白からの調味料の製造は、大まかに分けて、抽出タイプと分解タイプがある。
市場に供給されているのは、加熱・抽出型が殆どである。即ち、原料に水を加え、熱を加
えて煮出して得られるエキスの製造法が殆どである。
【０００３】
　肉類からの抽出エキスの代表的なものは、「ブラジル・ビーフ」があり、国際的な商品
となっている。ブラジル・ビーフは、風味が有り、呈味も強く、そのままス－プの素材と
なり得る。しかし、コンビーフ製造時の副生物で、供給が安定せず、価格の変動も激しく
、使用し難い面がある。
【０００４】
　肉自体は高価であり、最終価格が高価となり上市されているのは、僅かである。一方、
肉を取った残りの骨類は、安価で、大量に入手出来るので、骨類（牛、豚、鶏の骨）から
の加熱抽出エキスが、工業的に行われている。一般に、骨に水を加え、加熱・抽出で得ら
れたエキスは、風味はあるものの、呈味性が低い、抽出歩留りが低い、残渣が多い等の欠
点がある。
【０００５】
　１）呈味性の問題
　加熱抽出されたエキスは、風味は有るが旨味に乏しい。従って、スープのベースとして
使用する場合、更に、多量の調味の必要があり、無添加のスープ・ベースとして使用する
には難しい。
　（理由）加熱して得られるエキスは、骨に含まれるコラーゲンがゼラチン化したものが
主体であり、ゼラチン自体には味がない。
　２）安全性の問題
　抽出時、歩留りの向上のため、抽出温度を（加圧して）高める傾向にある。そのため、
加熱による変異原性物質の発現もあり、安全性にも疑問がある。
　　※熱水抽出ボーンエキスの品質および変異原生におよぼす抽出条件の影響
　　　日本食品科学工学会誌：４４巻、ｐ７１６－７２３（１９９７－１０）
　　　　　東京海洋大学　林　哲仁　その他　　　３項を参照
　３）歩留りの問題
　肉には、肉質蛋白と基質蛋白があり、加熱した場合、肉質蛋白は凝固する。骨中に含ま
れる基質蛋白の主成分であるコラーゲンが、加熱されゼラチンとして溶解してくる。
原料の骨部分は、残渣として発生するが、骨に付随する肉質蛋白も凝固しており、利用さ
れず残渣となっており、残渣が多い理由となっている。特に、鶏骨の場合、歩留りが低い
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傾向にある。
　加熱抽出法では、安価に、大量に生産出来、広く応用されているが、不備な点も多い。
【０００６】
　一方、調味料への酵素の利用は、蛋白の分解による呈味性の向上、物性の改良、工程の
簡略化等が期待され、応用されている。その多くは、アミノ酸まで分解した調味料の製造
に関してのものが多い。例えば、特許第４０９４０２６号公報（特許文献１）では、鶏骨
に付随する蛋白を酵素分解してアミノ酸系の調味料とする方法を提示しており、有用な方
法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４０９４０２６号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】日本食品科学工学会誌：４４巻（１９９７－１０）、（ｐ７１６－７２
３）
【非特許文献２】食肉の化学：１９６４年、（ｐ．１６３）
【非特許文献３】農林水産省ＨＰ：「クレアチンによる肉含量の測定」（ｐ．７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に示される技術のように、アミノ酸まで分解すると、原料の
持つ風味は無くなり、単なる呈味を強化するだけの調味料となる。調味料としては、原料
の風味を持ち合わせて、旨味の強い調味料の開発が求められている。酵素分解の調味料の
製造時、一番の問題点は、分解時に生ずる「苦味」である。「苦味」の発生の防止、消去
等は、十分に、解決されているとは言えず、上市されている酵素分解での調味料は少ない
。
【００１０】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、鶏肉の蛋白を酵素分解して、
安全性が高く、風味もあり、呈味性の強く、しかも、「スープのベース」になり得る蛋白
加水分解物の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　現在、多量に使用されている骨類の調味料は、殆どが、加熱抽出によるエキスである。
加熱温度や加熱時間等々、多くの検討がなされている。しかし、前述の呈味性の改良、歩
留りの向上が、十分に成されたとは言い難い。このような、骨類の加熱抽出は、数多く実
施されておりあまり改良の余地は無い様にも考えられる。エキスの抽出法としては、加熱
抽出法以外に、酵素分解法があり、酵素分解法の方が多くの利点があると考えられている
。
【００１２】
　酵素分解法では、原料の蛋白を酵素で分解していく。即ち、アミノ酸の塊である蛋白を
酵素で分解し、（１）アミノ酸が数個のペプチドとする。更に、（２）アミノ酸まで分解
する方法であり、中途の（１）ペプチド・エキスや（２）アミノ酸が調味料となる。
【００１３】
　問題点として、次の項目が考えられる。
１．苦味の問題
　蛋白を、酵素により分解し、可溶化したペプチド・タイプの調味化とする試みがなされ
ているが、分解時に発生するある種のペプチドにより苦味が生ずるのが最大問題点で、商
品化されているものは少ない。
２．旨味の問題
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　骨からの加熱抽出エキスは、風味は有るが、旨味が乏しい。肉を原料としたエキスは、
ブラジル・ビーフ以外、あまり上市されていない。原料肉自体、高価であるので、製品も
高価になる傾向にあり、使い難い。
【００１４】
　そこで、酵素分解して、「風味があり、旨味が増強された」エキスの製造が求められる
。酵素分解で、風味を保持し旨味の強いエキス満足できるエキスの取得出来るかが課題と
なる。
【００１５】
　蛋白は、元々、旨味を呈しない。肉の旨味は、肉中に存在するアミノ酸や核酸等に由来
する。蛋白が分解され、ペプチドとなり、アミノ酸に分解されるが、分解されるに従って
、旨味が発現する。動物蛋白は、肉質蛋白質（筋繊維を構成する蛋白質でアクトミオシン
、ミオゲンやグロブリン等）と基質蛋白質（結合組織を構成する蛋白質でコラーゲンやエ
ラスチン等）とに分けることができる（表１（非特許文献２）参照）。
【００１６】

【表１】

【００１７】
　基質蛋白の主成分はコラーゲンで固形であるが、加熱されると、溶解してゼラチンとな
る。ゼラチンは、味を呈さず、分解しても苦味が生じないことが知られているが、アミノ
酸の組成上、酵素による分解は困難であり、分解率は低く、分解されたゼラチンは呈味性
が低く風味もない。例として、鶏肉、鶏骨から加熱抽出したエキス（回収蛋白質）の分析
値を表２に示す。
【００１８】
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【表２】

　但し、蛋白質（Ｃ－Ｐ（Ｃｒｕｄｅ－Ｐｒｏｔｅｉｎ））＝全窒素（Ｔ－Ｎ）×６．２
５
　ゼラチン（ｇｅｌａｔｉｎ）＝オキシプロリン（Ｈｙｐ）×１０（暫定的）
　なお、オキシプロリン（ヒドロキシプロリン（Ｈｙｐ））は、コラーゲン（ｃｏｌｌａ
ｇｅｎ）に特異的に含まれるアミノ酸で、オキシプロリンを測定することで、コラーゲン
またはゼラチン（ｇｅｌａｔｉｎ）量を知ることができる。
【００１９】
　一方、肉質蛋白は、酵素の作用を受け易く、容易にペプチド化され、条件によっては、
アミノ酸まで分解できる。
【００２０】
　１．呈味を低下させる一つの原因について
　鶏骨の蛋白の多くの比率を占める基質蛋白であるコラーゲンは、加熱変性してゼラチン
となるが、分解されても呈味性が低い。従って、ゼラチンの混入は、旨味の力価を落とす
可能性があり、目的とする調味料では、ゼラチンの比率が少ないことが望ましい。肉由来
の代表的な調味料である「ブラジル・ビーフ」は、コンビーフ製造時の副生物で、牛肩肉
をボイルした煮汁の濃縮したものである。ブラジル・アルゼンチンでのコンビーフの製造
は、牛の肩肉を一旦ボイルしほぐして缶詰とする。ボイルした後の煮汁を濃縮したものが
「ブラジル・ビーフ」と称されるエキスである。「ブラジル・ビーフ」には、クレアチン
の含量の規格がある。筋肉中に含まれるクレアチンを規制することで、味の力価を担保し
ている。クレアチンとゼラチンの含量は、逆比例の関係にあり、ゼラチン分が多ければク
レアチンが少なくなる。即ち、ゼラチンの混入は、味の力価を落としていることを認識し
ている（非特許文献３参照）。従って、原料としては、コラーゲンの少ないものが適して
いる。「ブラジル・ビーフ」では、筋（コラーゲン）の少ない原料を使用することが、肝
要と言われている。
【００２１】
　２．エキスの風味について
　加熱抽出では、原料の風味を有するエキスが得られる。分解されるに従って、風味が無
くなってくる。鶏肉の分解でも同様で、アミノ酸まで分解されたものは、風味は全くなく
なってくる。従って、スープのベースにはならず、旨味を付与するだけの調味料となる。
風味を残すには、分解をペプチドの段階で留め、旨味を呈し、しかも、原料の風味を出来
るだけ損なわない分解が求められる。
【００２２】
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　３．分解時に発生する苦味について
　分解時に、苦味が発生することが多く、商品化されたものは少ない。苦味は、ある種の
ペプチドに由来し、ゼラチンの様に分解しても苦味が発生し難いものもある。又、牛乳の
蛋白であるカゼインの分解物は、強い苦味を呈すると言われている。苦味があるペプチド
を、更に、アミノ酸まで分解すると苦味が消失し生成したアミノ酸により旨味が増加する
が、同時に、原料の持つ風味が消失し、スープのベースとなり得ず、単なる味を補強する
調味料となる。尚、苦味物質をマスキングする物質も考案されているが、苦味を発生させ
ない、又は、抑えた分解法が開発されることが、望ましい。
【００２３】
　また、酵素による調味料の製造法の報告は、多数ある。一般に、生の蛋白原料の分解で
は、まず、加熱処理され、それから、エンド型のプロテアーゼ、又は、更に、エキソ型の
プロテアーゼ（ペプチダーゼ）により分解し、調味料とする方法が提示されている。即ち
、蛋白原料を、まず、エンド型プロテアーゼで分解・可溶化し、その後、ペプチダーゼで
分解し、アミノ酸を生成させ、旨味を発現させる方法が主体である。
【００２４】
　エンド型のみで分解し調味料とする方法は、少ない。これは、エンド型のプロテアーゼ
のみの分解では、苦味が生じ易く、アミノ酸の生成も少なく旨味が少ないとされている。
よって、更に、ペプチダーゼで分解し、アミノ酸量を増やし、旨味を増す方法を提示して
いる。また、エンド型のプロテアーゼでのみで分解したペプチド・タイプの調味料は、苦
味の発生の問題があり、商品化されたものは少なく、苦味を呈しないペプチド・タイプの
調味料を製造方法は少ない。
【００２５】
　検討課題としては、「風味を残し、旨味の強いエキスの製造」は、酵素による可溶化エ
キス（ペプチド・エキス）が、適当と考えられる。エンド型酵素は、アミノ酸結合の内部
から切断する。一方、エキソ型（ペプチダーゼ）は、端から切断し、アミノ酸を生成する
。ペプチドを多く含むエキスの分解では、エンド型の酵素による分解が適当と考えられる
。
【００２６】
　肉質蛋白は、一部、水や塩類に溶ける性質があり、又、アルカリで溶解・膨潤する性質
がある。肉をプロテアーゼで可溶化し、ペプチド・エキスとした時、苦味を発生する場合
が多く調味料とすることが出来なかった。通常、生の肉での酵素分解では、そのまま行う
ことは少ない。
【００２７】
　一般に、前処理として、原料に付着する雑菌の殺菌と、自己消化酵素の失活のため、加
熱処理される。加熱処理を行わないと、分解中での腐敗の恐れがあり、又、自己消化酵素
の作用で、原料に含まれる油脂分の劣化（酸化や着色）があるためである。加熱すると肉
質蛋白は凝固する。凝固した肉質蛋白での酵素処理では、酵素が作用し難い結果であった
。その結果、多量の酵素を使用する、又は、長時間の作用となり、苦味が生ずる場合が多
いと予測される。
【００２８】
　動物性の調味料素材として、牛・豚・鶏肉が考えられるが、牛・豚肉は価格が高く、鶏
肉は、比較的安価である。旨味成分は、肉質蛋白に由来するので、肉質蛋白の比率の高い
肉が好適である。その点、鶏のムネ肉は、好適であり鶏肉を持いて、調味料としての可能
性を調べた。
【００２９】
１）各種プロテアーゼでの分解試験
（１）中性での酵素処理（中性プロテアーゼ使用）
　苦味はあまり無かったが、旨味は生じなかった。オイル分の変色（着色）があった。
（２）酸性域での分解（酸性プロテアーゼ使用）
　酸性域では、肉質蛋白が凝固をし、肉質蛋白の酵素による分解（可溶化）が、十分でな
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く、旨味の発生は、僅かであった。
（３）アルカリ域での分解（アルカリ性プロテアーゼ使用）
　アルカリ域での分解では、苦味が無く、風味があり、旨味が発生していた。
　鶏肉の肉質部位を原料として分解した時、いずれの分解でも、あまり苦味は生じなかっ
た。肉質蛋白の分解では、苦味の発生は少ないと考えられる。
　中性及び酸性プロテアーゼで分解したものは、旨味が生じなかった。しかし、アルカリ
・サイドでの分解のみ、旨味が発生し、有望であると考えられた。
【００３０】
２）同一酵素での分解
１）では、中性、酸性、アルカリ性の異なる酵素を使用した。その結果、旨味の発現状態
が異なった可能性もあり、同一酵素による試験を行った。酵素は、アルカリ性プロテアー
ゼを使用した。アルカリ・プロテアーゼは、至適ｐＨがアルカリ・サイドにあるが、中性
でも十分に活性がある。その時のｐＨの活性に従って酵素の使用量を加減した。
【００３１】

【表３】

　アルカリ・プロテアーゼ２００，０００ｕｎｉｔを使用
　アルカリ・プロテアーゼのｐＨ６での活性は、約６０％であったので、ｐＨ６での分解
では、１００÷６０＝１．７倍の使用量とした。
【００３２】
【表４】

　可溶化率：醤油試験法によった
　塩分：モール法
　窒素：ケルダール法
　分解率：フォルモールＮ÷Ｔ－Ｎ×１００
【００３３】
　結果、中性域での分解より、アルカリ域での分解の方が、分解の程度を示す蛋白可溶化
率が高く、短時間で、早くペプチド化進んでいることが分かる。蛋白は、アルカリ・サイ
ドで膨潤し、蛋白の構造が変化し、その結果、酵素が働きやすい状態になったと考えられ
る。その結果、可溶化が短時間で可能となり、又、中性域よりも、酵素の働く部位が多く
なった結果、旨味の発現があったものと考えられる。
【００３４】
　鶏肉をミンチし、水・アルカリを添加し撹拌する。撹拌していると、アルカリが消費さ
れ、ｐＨは低下するが安定してくる。添加するアルカリ量は、肉質蛋白量に対して添加さ



(8) JP 2017-148019 A 2017.8.31

10

20

30

40

れるが、一般に、苛性ソーダの場合、５～１０％／肉質蛋白である。温度は、基質蛋白、
コラーゲンの溶解しない温度で良いが、その他の条件を、油脂分の劣化を考慮して、出来
るだけ低い方が良い。
【００３５】
　アルカリ処理することで、原料に含まれる自己消化酵素をも失活される。このことは、
酵素分解を安定的に行う上で重要である。又、自己消化酵素の一部である油脂分解酵素（
リパーゼ）も失活され、自己消化酵素による分解中の油脂の劣化（着色や酸化）を防ぐこ
とが出来る。
【００３６】
　殆どの原料には油脂分が含まれており、酸化を防ぐには、低温の方が望ましい。肉質蛋
白が溶解し、ｐＨが安定したら、酵素の至適温度まで、温度をあげる。
【００３７】
　分解酵素としては、アルカリ・プロテアーゼが良く、肉質蛋白に作用させ蛋白を溶解さ
せる。酵素を添加し、分解すれば、短時間で（３０分～２時間で十分である）肉質蛋白が
溶解する。
【００３８】
　分解終了後、必要に応じて、ｐＨを調整し、加熱して、失活・殺菌を行う。その後、油
脂分と不溶解物を、金網等で除去し、目的の可溶化エキスを得る。尚、ｐＨは、分解が進
むにしたがって低下してくる。ｐＨの低下を見ることで、分解を管理することが可能であ
る。
【００３９】
　次に表５にて、各条件で得られた可溶化エキスの官能検査結果を示す。
【００４０】
【表５】

　※検査員５名による判定
【００４１】
　以上の如く、アルカリ域での鶏肉の分解で、ペプチドの豊富な、苦味も無く、鶏の風味
を持ち、旨味も強い可溶化エキスが可能となった。調味料として有用であると判断された
。
【００４２】
　また、アルカリ域での鶏肉の分解で得られた可溶化エキスのアミノ酸と生ムネ肉のアミ
ノ酸との比較の結果を表６，７に示す。
【００４３】
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【表６】

【００４４】
【表７】

　生肉のＦＡＡ（遊離アミノ酸）に比べ、分解後のエキスは、いずれのアミノ酸も増加し
ており、旨味が増していることを示している。
【００４５】
３）ゼラチンの混入による味の低下
　動物性蛋白を原料とした時、基質蛋白であるコラーゲンが存在する可能性がある。コラ
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ーゲンが加熱変性しゼラチンとして、分解物中に混入する可能性がある。
【００４６】
　ゼラチンは味を呈しないので、セラチン分が多くなれば、その分、呈味を低下させる。
呈味性を考慮すれば、ゼラチンの混入を出来るだけ制限する必要がある。
【００４７】
　動物性の原料として検討した所、蛋白に対しての基質蛋白の比率の低いものとして、鶏
ムネ肉が考えられる。
【００４８】
【表８】

　ゼラチン分には、ゼラチンのみに含まれるヒドロキシプロリン（Ｈｙｐ）を測定するこ
とで、推測できる。Ｈｙｐ×１０を、ゼラチン分とした。
【００４９】
　動物蛋白の原料としては、牛、豚、鶏肉があるが、その中で鶏の肉が安価であり入手が
容易なことで、調味料の素材使用出来るとして可能性が高い。鶏ムネ肉とモモ肉との味の
比較の結果、次の様であった（表９参照）。尚、分解は、アルカリ・サイドで、同様な分
解を行った。
【００５０】
【表９】

【００５１】
　苦味は、いずれも、殆ど感じられなかった。呈味、風味は、共にムネ肉の方が勝ってい
た。
【００５２】
　鶏ムネ肉を原料として、アルカリ・サイドでの分解は、苦味が無く、風味を持ち、旨味
の強い動物性の調味料として、有用と評価された。これは、基質蛋白の比率の低い原料の
使用と、アルカリ・サイドでの分解の両者によるものであると考えられた。尚、内臓肉で
は、同様に分解しても、旨味が生じなかった。又、クレアチンが少ないとの報告がある。
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【発明の効果】
【００５３】
　１．鶏ムネ肉から、酵素分解による、苦味が無く、鶏の風味を持ち、独特の旨味を有す
る可溶化ペプチド・エキスが得られ、安全な調味料として利用できる。
　２．従来の加熱抽出では、変異原生物質の生成の恐れがあったが、分解時の低温処理の
ため、変異原生物質の生成が低く、安全性が高い。
　３．開発された肉エキスは、調味料だけでなく、スープの素材として、又、介護保護食
品として、健康食品の素材として利用できる。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　本発明に係る蛋白加水分解物の製造方法を実施するための形態を実施例に基づいて以下
に説明する。
【実施例】
【００５５】
　１．鶏ムネ肉（皮なし）
　鶏ムネ肉（皮なし）をミンチ機でミンチする。ミンチ肉１ｋｇに対しし、４ｋｇの水を
加える。ＮａＯＨを１３ｇ添加し、２時間撹拌した。その時のｐＨは、１１（２０℃）。
加熱して５５℃とし、酵素プロチンーＳＤ－ＡＹ１０（天野エンザイム）を２．５ｇ添加
し２時間撹拌して分解した。２時間後のｐＨは、８（５５℃）であった。９０℃まで加熱
し酵素を失活し、１００メッシュの金網で、ろ過した。金網上の残差は、僅かで、歩留り
には、殆ど影響しない量であった。分解液を静置し、上部のオイルを除去して分解液を得
た。
　２．鶏ムネ肉（皮付き）
　鶏肉をミンチ機でミンチし、鶏肉１ｋｇに対して水４ｋｇ加えた。苛性ソーダを１２ｇ
添加し撹拌した。中途、ミキサーで摩砕し、１時間撹拌した。温度を５５℃に上げ、オリ
エンダーゼ（ＨＢＩ）を１．４ｇ添加し１時間撹拌分解した。８５℃に温度を上げ、３０
分保持し、酵素を失活した。１００メッシュの金網でろ過し、静置した後、オイルを分離
し、分解液を得た。
　１及び２の分析値の結果については、下記の通りであった（表１０参照）。
【００５６】
【表１０】

　※Ｈｙｐ，ゼラチン分共に、蛋白量に対して表示した。
　※Ｈｙｐ×１０をゼラチン分とした。
【００５７】
　官能検査では、何れも、苦味は無く、風味・旨味もあり、調味料、又、スープ・ベース
として有用と認められた。
【００５８】
　３．２の分解液を、真空濃縮機でＢｘ５０％まで濃縮した。その時の量は、５５０ｇで
あった。濃縮液１００ｇに対して１７ｇの塩を添加し、調味料「鶏肉エキス」が得られた
。
【００５９】
　４．３で濃縮したＢｘ５０％の濃縮液を凍結乾燥した。その乾燥物は、肉室蛋白の素材
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